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ケースマネジメントによる児童虐待ソーシャルワーク援助＊

寺 本 典 子＊＊

１．はじめに

児童虐待は、発見件数が年々増加しており、近

年では無視することのできない社会問題として取

り上げられるようになった。児童福祉は児童（こ

こでは児童福祉法による１８歳未満の子どものこと

を指す）の健全な育ち、その育ちを支える家族へ

のサポート、そして well-beingの促進を社会的

に保障する立場にあり、児童虐待は今後具体的な

援助方法を含めて、児童福祉分野の中心的課題と

なるテーマであろう。

児童虐待援助において児童福祉の専門性が問わ

れる点として次の２つが考えられる。１．子ども

の生命にかかわる危機的場面において、児童の権

利の視点から迅速かつ適切に対応すること。２．

子どもの健全な成長のサポートといった観点か

ら、子どもが育つ環境全体を援助対象として捉

え、そのニーズを普遍化すること。すなわち、親

が「親」となるためには第三者からの援助を必要

とするという認識や、虐待を受けた子どもへの援

助としては生活環境全体を視野に入れて子どもに

直接かかわる大人や援助者へのサポートやネット

ワークも欠かせないという認識の一般化である。

この２点が児童虐待援助において重要なキーとな

ると考える。よって実際の援助において課題とな

るのは、児童福祉専門職の迅速かつ適切な意思決

定、そして機関の範囲を超えたサービスの調整と

ケアの継続性の保障、すなわち「ケースマネジメ

ント」による援助といったことになるだろう。

本論では、児童虐待援助の経緯と現状について

大まかに概観しつつ、児童虐待の問題としての性

質から，社会福祉の援助実践，すなわちソーシャ

ルワーク援助としてケースマネジメントによる援

助が必要であることを述べる。

２．児童虐待援助の経緯と現状

児童虐待は、いつの時代にも存在し、洋の東西

を問わずどのような社会的ステイタスの家庭にも

起こり得ることであるという認識は、一般にもか

なり広まりつつある。しかし、その問題としての

認識のされ方や社会的な対応の取り方は、社会の

状況によりさまざまである。児童虐待は大別し

て、貧困や女性・子どもの人権無視からくる「社

会病理としての児童虐待」と、親個人の精神病理

として、あるいは家族全体の病理として現れる「精

神病理としての虐待」、「家族病理としての虐待」

に分けられ、急速な社会・家族の変化を遂げた現

代の日本では後者のタイプ、言わば「文明国型」

の児童虐待が増加している（池田、１９８７）。

児童虐待への社会的な取り組みは米国のメア

リー・アレン事件を契機とした１８７５年の児童虐待

防止協会の設立に端を発している。日本でも救世

軍の山室軍平が１９２２年救世軍本営内に児童虐待防

止部を設置し、山室の活動を背景として１９３３年に

は児童虐待防止法の制定に至っている。この時期

各国で児童虐待防止活動は社会改良運動の新たな

活動分野としてはじまり、児童虐待防止法制定に

至っているのだが、その背景には児童労働保護へ

の社会的関心の高まり、さらに近代家族の形成、

すなわち子を愛し慈しむものとしての「母性幻想」

の社会形成があったと指摘される（斎藤、１９９４：

細井、１９９７）。この時期の児童虐待問題に対する
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世論は、虐待する親を「普通の親」ではないと特

別視すること、また虐待する親からいかにして子

どもを社会的に保護するかということに向かっ

た。

国際的に再び児童虐待への関心が高まったのは

１９６２年アメリカ小児学会シンポジウムでのケンプ

の発表を契機にしてである。またその後の児童虐

待の制度的対応に大きな変革をもたらしたのは

１９７３年マリア・コウエル事件であるとみられ、こ

こでの世論は特に、なぜ７歳の少女を継父の暴力

から保護することができなかったのかということ

にあった（池田、１９８７：細井、１９９７）。その後の

制度改革の方向は、親の親権に対し行政当局側の

権限を強化することと、関係機関の連携を密にす

ることに向かう。米国でも１９６０年代に各州で被虐

待侍保護のための通告制度が法制化され、１９７４年

には連邦児童虐待予防および処遇法（Child

Abuse Prevention and Treatment Act）が制定

されている。

近年では、欧米において児童虐待はもっぱら児

童福祉の中心的テーマとなり、子の福祉を守るた

めに、司法の介入による強制的ケア、再発や重度

化を防ぐためのフォローアップ、新たな虐待の発

生を予防するための高リスク家庭のスクリーニン

グとフォローなどがさまざまな方法で検討、実施

されている。児童虐待を防ぐために多くの試み、

努力が積み重ねられてきているわけだが、ここで

言えるであろう一つの帰結点は、強制的な司法の

介入は必要不可欠な場面もあるがそればかりでは

児童虐待問題は解決しないということ。子どもの

最善の利益を守るために、家族を援助の対象とし

て捉え、その生活全般をトータルにサポートして

いくことの必要性の認識に見られる（Pecora et

al，１９９２）。

日本では、教育・医療・保健・福祉の専門職の

通告義務も未整備であり、強制的な介入・保護も

全体的にまだ少なく、児童虐待へ対応するために

は制度的に不充分なところが多い現状にある。そ

もそも民法の親権には体罰を含む懲戒権が認めら

れており、親権の強さのために子どもの人権を損

なう可能性があるという根本的な問題がある。し

かし、援助の現場においては草の根的に、児童虐

待の援助にはどういったことが必要とされるの

か、どのような対応が考えられるのかといったこ

との検討、あるいは問題そのものの性質の理解を

深めるために全国各地で研究会やネットワーク協

議会が急速に広まってきている（子どもの虐待防

止ネットワーク・あいち、１９９８）。また、１９９６年

には全国８都道府県政令指定都市児童相談所にお

いて、児童虐待ケースマネジメントモデル事業が

実施され、単年度限りの事業で終わったものの各

児童相談所により報告書がまとめられている。そ

して１９９９年に「子どもの虐待対応の手引き」が厚

生省児童家庭局から発刊されている。現在のとこ

ろ日本での児童虐待への取り組みはまだ始まった

段階であり、その方法は模索されているところで

あると言えるだろう。

３．ケースマネジメントによる援助の必
要性

３．１ 児童相談所の援助とケースマネジメント

児童相談所は、児童にかかわる各般の問題につ

いて相談援助をおこなう児童福祉の第一線機関で

ある。機関の機能としては、調査・総合診断・処

遇という一連の流れによる相談機能、必要に応じ

て児童を家庭から離して保護する一時保護機能、

児童や保護者に対する児童福祉司らによる指導

や、児童福祉施設の利用、里親あるいは保護委託

者への委託といった措置機能がある。また、家庭

裁判所への親権者の親権喪失宣言の請求や後見人

選任・解任の請求といった民法上の権限も有して

いる。このような機能から見ても、児童相談所は

児童虐待援助における中心的な働きを期待される

機関であると言えるだろう。

しかし、児童相談所における虐待援助は制度的

な問題として、根本的に、親権の強さと関係する

援助の困難さを否めない。実際の援助において

も、従来の、相談者の来所を基調とするようなケー

スワーク援助にとどまっていては、子どもの人権

の視点から家族を対象に援助を展開する場合、つ

まり例えば自分たちでは「問題」という意識を持

たないながらも子どもへの虐待が生じているケー

スの発見・援助ということにおいて限界がある。

従って、従来の児童相談所のケースワークにとど

まらず、さらにソーシャルワーク援助としての機

能を広げて、その援助システムの中にこれまでの
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ケースワーク援助機能を生かしていくことが必要

とされるのである。その援助システムとして、

ケースマネジメントが児童虐待の問題としての性

質を考慮してみても適していると考える。

１９９６年、全国８児童相談所において児童虐待

ケースマネジメントモデル事業が実施され、ネッ

トワークづくりや事例検討会がおこなわれてい

る。ここでは「ケースマネジメント」そのものに

ついては特に明確にされてはいないが、この事業

により現場の様々な実践の報告を受けて新たな援

助システムづくりが模索されたようである。しか

し、現場実践の報告も重要であるがそれだけでは

なく、その実践に形が与えられていくようなソー

シャルワーク理論に基づく援助システムの模索

も、児童福祉援助の質を確かに高めていくために

は必要とされることである。

ケースマネジメントは、長期的なケアを必要と

するクライエントに対して、彼らの地域での生活

を尊重しつつ、従来のケースワークのみにとどま

らず近年の複雑多様化した対人サービスがその人

にあった形で提供されていくことまでも視野に入

れた援助の総体である。Rothman（１９９１）はケー

スマネジメントの機能として大きく次の二つを挙

げている。１．クライエントの住む地域で個人に

対して提供されるアドバイス、カウンセリング、

心理治療。２．必要とされる地域の機関のサービ

スやインフォーマル・ネットワークのサポート

と、その地域の資源とクライエントをつなぐこと

（リンキング）。クライエントの状態やニードによ

り地域の資源をうまく活かしていくためには、必

然的にこの二つの機能、すなわち個別的援助とコ

ミュニティワークを有機的に結合させることにな

る。これを Rothmanはケースマネジメントの機

能としているが、その定義や明確な概念のコンセ

ンサスにおいてはいまだあいまいなところが多い

といわざるを得ない。しかし、ケースマネジメン

トにおいて期待される効果という点では大方の意

見の一致が見られると見てよいだろう。つまりそ

の効果とは、１．機関の範囲を超えたサービスの

統合と、２．ケアの継続性の達成である（Moxly,

１９８９）。この二つは児童虐待援助においても求め

られるものである。次に、児童虐待の問題として

の性質を踏まえつつ必要とされる援助について説

明し、ケースマネジメントによる援助の必要性を

述べる。

３．２ 児童虐待問題の性質と必要とされる援助

児童虐待の問題としての性質についてここでは

次の３つを取り上げる。

１）虐待は１回のみでなく、何度も起こりやす

いということ。すなわち再発しやすいという性

質。

２）虐待に至る要因は複数あり、それらが複雑

に関係しているということ。

３）虐待の子どもへの影響を長期的に考える

と、虐待行為そのものよりも、虐待が生じるその

環境に子どもが適応するということの影響に問題

が多いこと。なお、この「虐待が生じる環境（虐

待環境）」とは、虐待行為の背景に存在する親の

拒否的な態度や愛情の剥奪、子どもに対する親の

歪んだ認知、子どもに不安感や恐怖感を引き起こ

すような不安定な環境、夫婦間の暴力を含む混乱

した家庭内の人間関係などの環境のことである

（西澤、１９９４）。

３．２－１ 再発のしやすさ

まず、再発しやすいという虐待の性質について

であるが、児童相談所や施設、保健所などの関わ

りが一度できていて虐待の事実を把握していて

も、危ないと思いつつ親の要求に逆らえず家に返

してしまったり、家族の緊張状態の高まりなど

ちょっとした状況の変化をつかめずに子どもへの

虐待の再発や重度化、時には子どもが死亡してし

まうような事態を防げなかったという話は残念な

がら少なからず聞かれることである。

１９８３年の児童虐待調査研究会による全国調査で

も、４回以上の虐待が５０パーセント以上を占めて

いたことが報告されている。しかし、それに反し

て児童相談所での処遇の検討は１度の診断・判定

に力が注がれ、また職員も数年で移動となるた

め、処遇の方針は１回の判断で完結する傾向にあ

る（柏女、１９９７）。また、その措置の変更も親の

意思により２転３転することが少なからずあり

（高橋、１９９８）、実質的に福祉サービスが散り散り

なものとなりやすい。

斎藤が指摘するように、近年日本で増加を見せ
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る精神病理的な虐待を脅迫・衝動行為（obsessive

-impulsive behavior）として見る必要がある。

親、時には子どもが見せる互いに対する愛着は、

虐待行為のその暴力としてのサイクルにも複雑に

結びついており、このことは子どもを保護から家

庭に戻しても往々にして再び虐待が起こり得るこ

とを説明しているといえるだろう。

細井（１９９７）は、児童虐待は親の子どもに対す

る深い精神依存から発するものであり、その援助

は親に本来的な意味での依存対象をどう保障する

かということが重要であるという。つまり、虐待

する親にこそ養親的保障が欠かせないというので

ある。そこで、親のための里親制度（マザリング

・エイド）を地域的に育てていくことを提唱して

いる。虐待する親にしばしば自己信頼感の欠如、

自尊心の低さが認められると報告されるが（西

澤，１９９４）、そのような場合、援助者の関心が子

どもに向けられることにより、親は周囲から責め

たてられていると必要以上に感じ、より周囲から

の孤立を招き、親の不満感や憤りの矛先が子ども

へと向かうという悪循環も考えられる。親の感情

を優先して親の話を聞いてくれるような養親的存

在、例えば具体的には保健所の保健婦や民生委

員、地域近隣あるいは親戚縁者などそのような援

助者の存在は児童虐待援助において有効な資源と

なり得る。そのような特定の機関にとらわれない

援助者の発掘、育成、援助のフォローやサポート

を、対象家族の生活状況の変化に応じてそのニー

ズにより調整していくような役割が援助の中心的

機関、あるいは援助者に求められるのである。

３．２－２ 要因の複雑さ

子どもへの虐待が起こる家族について、家族の

どのような問題が子どもの虐待のリスクとなるの

か、多くの研究がなされてきている（Pecora et

al，１９９２）。虐待が生じるリスクとして、ある特

定の親の特徴や夫婦間の問題、子どもの特徴、家

族の社会経済的状況が明らかにされ、予防的な援

助や虐待の発見において判断の指標として活用さ

れてきている（Jones，１９８７：加藤、１９９４）。こ

こで挙げられる虐待のリスクとは、虐待が生じた

家庭の特徴のことであるが、親の生育歴や人格の

問題、夫婦間の不和、アルコール問題、単親家庭

であること、地域や親族からの孤立、経済的問

題、若年妊娠出産、未熟児、双子、望まない妊娠

など実に様々であり、一つ一つを見ると子どもへ

の虐待が起こらない家庭でも見られるようなこと

が挙げられている。子どもへの虐待は、このよう

なリスク要因が単一で起こるのではなく、いくつ

かの要因が様々に作用しあって結果として起こる

と考えられる（Hunter et al，１９７８：Kaufman

& Zigler，１９８９：Robertson et al，１９９１）。これ

はつまり、虐待が生じた家庭は、複雑に絡んだ複

数の問題を抱えているということである。

このことは、児童虐待の援助では多機関多職種

による連携が必要不可欠であり、それぞれのサー

ビスをその家族に合った形で調整して統合的に提

供される必要性を示しているといえるだろう。な

ぜなら、児童の福祉という立場からある一つの機

関がその援助を請負うには家族の抱える問題に応

じきれないし、ある問題に目を奪われるうちに肝

心な点を見逃してしまうことも起こり得ない。家

族メンバーそれぞれに直接的に接する援助者とは

別に、家族の生活の状況をトータルで見ていられ

る立場に立つ援助者の存在が必要である。また、

様々な問題に対する複数の機関や援助者による関

わりが、対象の家族にとって「バラバラ」なもの

であればそれは単に家族の緊張感を高めるに過ぎ

ないものにもなり得る。複数の機関や援助者によ

る援助は、生活状況により変化していく家族の

ニーズに合わせて、ある程度共通認識がとられて

いたり、立場がお互いに明確にされているほうが

よいだろう。従って、児童虐待援助の核となりう

る機関、すなわち児童相談所には、従来のケース

ワークにとどまらず、よりケースマネジメント的

な援助が期待されるといえる。しかし、児童相談

所は当初、米国の非行児童への治療的アプローチ

を目指したチャイルド・ガイダンス・クリニック

をモデルとして設立されている。そのため、裁判

所手続きによらない行政手続き（措置）に重点を

おいているためにその処遇や措置決定は自己完結

的な性質を本来的に持っている。ゆえに有機的な

連携や、場合によっては資源の発掘や育成、さら

にケアの継続の保障が期待されるケースマネジメ

ントは、現行の児童相談所のソーシャルワーク援

助に新たな課題を投げかけるものといえるだろ
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う。

それではそもそもの虐待要因の複雑さに対して

は、児童福祉の援助としてどのようなアプローチ

があるだろうか。ひとつには、親が「親」となり、

そのように振舞えることへの援助、すなわちペア

レンティング援助があるだろう。

Belsky（１９８０）は、ペアレンティングを形成

する主な要因として次の３つをあげている。１．

親からの遺伝的生物学的原因（ontogenetic ori-

gins)と個人的な心理要因源（personal psycho-

logical resources)。２．子どもの個性的特徴（the

child’s characteristics of individuality)。３．脈

絡的ストレス・サポート源（contextual sources

of stress and support)。Belskyと Vondra（１９８９）

はこの３つのペアレンティング形成要因をもと

に、児童虐待（主に身体的虐待とネグレクト）の

メカニズムを踏まえてペアレンティングのプロセ

スモデルを作成している（図１）。ここでは、親

の個人的心理要因源がペアレンティングに最も影

響を与えるものとして仮定され、親子関係におい

てストレス源となるか、あるいはサポート源とな

るか、そのキーとなる要素であるとしている。さ

らに Pecoraら（１９９２）は、このプロセスモデル

に「生活状況」や「子どもへの即時的な結果」、「コ

ミュニティと家族の状況」、「社会的状況」を加え、

よりエコロジカルな視点からペアレンティングの

図１：ペアレンティング形成モデル（引用：Belsky & Vondra, 1989）

図２：ペアレンティング形成プロセスモデル（一部筆者改変）
（引用：Pecora et al, 1992）
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形成プロセスを検討している（図２）。このモデ

ルを要約すると、親のパーソナリティは、生育歴

と生活状況から影響を受け、夫婦関係や職業、ソー

シャル・ネットワークといった要素とは互いに影

響を与え合う関係になっている。親のパーソナリ

ティはペアレンティング行動に影響を及ぼすのだ

がそれだけではなく、夫婦関係、職業、ソーシャ

ル・ネットワーク、子どもの特徴といった要素も

ある。

前述した子どもへの虐待の背後にある親や家族

が抱える多様な問題は、ペアレンティング行動に

影響を与える要素としてほとんど含まれていると

いえる。ペアレンティングを適切におこなうのに

何らかの困難が生じていると見る場合、その原因

を探ったり、援助で取り上げること、すなわち介

入の対象を検討する際にこのモデルは有効な手が

かりを提示してくれるものと考えられる。またこ

のモデルでは、コミュニティと家族の状況や、社

会状況についても取り上げられている。日本の近

年の都市化と関連した子どもの虐待の増加という

ことを考えると、就労状況と関連した父親の育児

参加の難しさ、転勤に伴う家族のソーシャル・

ネットワークの薄弱さ、子どものデイケアの不足

といった社会的状況がペアレンティングにもたら

す影響も無視できないものと見られる。

３．２－３ 子どもへの影響

西澤（１９９４）は、虐待を受けた子どもは、虐待

行為そのものよりも虐待の背景に存在する「虐待

環境」により虐待のトラウマを受けているとい

う。つまり、虐待により子どもが呈する様々な情

緒行動面の問題は、虐待環境への「適応」の結果

と見る（Martin，１９７６）。子どもが，生活してい

る環境全体に影響され，人格を形成していくこと

を考慮することで，虐待環境をいかに子どもが安

心して伸び伸びと過ごせるような環境に近づける

ことができるか、あるいは家庭をそのような環境

とすることはできないのか，家庭がそのような環

境となり得ない場合子どもの意思の汲み取り，処

遇への反映の仕方を含めてあらたな，あるいはも

う一つの子どもを育んでいく環境をいかにつくっ

ていくかといった援助課題の設定がさらに具体化

される。具体的な援助課題は、特に、子どもを保

護している間の子どもやその他の家族メンバーに

対する援助や、保護後家族の再統合が可能かどう

かの判断や，再統合に向けての援助、子どもを家

に返した後のフォローアップにおいて重要な意味

を持つだろう。

また，虐待環境として捉えること、子どものそ

の環境への適応の結果として子どもが抱える問題

を捉えることは、虐待を受けた子どもへのケアを

その子どもの生活をトータルに見ていく必要性を

示している。「適応」という概念が示すように、

それまで虐待環境に適応していた子どもとその環

境自体の両方に対して働きかけていき、あらたな

よりよい適応を目指すことになる。これもまた必

然的に虐待の再発重度化防止とも重なって、長期

的なフォローアップの必要性を意味しているとも

言える。

しかし実際には、親権の強さのため、子どもを

施設に保護しても親の引き取り要求には対抗しき

れないことが多く、子どもの安全な環境の保障さ

えままならない。また、広域に渡る追跡はできな

いため、いったん家族が転居してしまい援助が中

断してしまうこともある。長期的に子どもの生活

全体のケアを保障して行くためにも各関係機関で

ケース目標を一致させていくことは重要であると

思われるが、児童相談所と施設、保育所、小中高

校等との連携にはまだまだ課題が多いところであ

る。

子どもの人権、そして健全な成長発達のために

はできるだけ早い段階で安定した物理的心理的環

境を保障していくことが重要である。そのような

環境は、子ども自身のニーズと切り離して考える

ことはできない。Goldstinら（１９７３）は、子ど

も自身にとっての「安定した」環境の重要性、す

なわち子どものパーマネンシーを訴える上で、子

ども独自のニーズとして次のようなことを述べて

いる。「子どもの体は，面倒を見てもらい、食べ

物を与えられ、そして保護されることを必要とし

ている。子どもの知性は周りで起こっていること

に刺激を受けて発達する。子どもは、一時的な感

情や認識される物事を理解し、統制するために援

助を必要としている。子どもは愛し、愛される人

や、幼児的怒りや攻撃に適切に受け止めてくれる

人を必要としている、－（中略）－ 何にもまし
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て子どもは大人や他の子どもたちからなる家族の

一員として受け入れられ、大切に望まれることを

必要とする（pp．１３）」。このような子ども自身

のニーズを尊重するならば、可能な限り、子ども

のニーズが満たされるような「家庭」という場を、

子どもが育まれる環境として再構築したり、ある

いはもう一つ別の場を探し出し、整える、そのよ

うなソーシャルワーク援助が必要とされるだろ

う。そのような援助は、長期的なフォローアップ

が欠かせないであろうし、様々な立場にある人た

ちが有機的に連携をとっていく必要がある。従っ

て、ケースマネジメントとしての援助の具体化が

有効であると考える。

４．まとめ

以上児童虐待に対する社会的対応について歴史

的な変遷を大まかに概観し、児童虐待の問題とし

ての性質を踏まえ、児童福祉分野における援助と

してケースマネジメントによる援助の具体化、体

系化が必要であることを述べた。

児童相談所は、その機能や備えている権限を考

慮してみても、やはり児童福祉の第一線機関とい

えるであろうし、児童虐待援助の中心的な働きを

期待される機関である。なぜ中心的な働きを期待

されるのかというと、児童とその家族の福祉の保

障という立場に立つからである。児童相談所の児

童福祉としての専門性がその職員配置や勤務体

制、労働条件の整備などあらゆる点で課題とされ

てきているが、そのような諸課題がなかなか解消

されていかない大きな要因の一つは「児童福祉」

そのものの不明確さにあるのではないかと思われ

る。児童相談所は、様々な困難を抱える児童とそ

の家族に対して、彼らのその困難な状況に「変化」

をもたらしうる場である。それは「措置」という

言葉で表される状況に含まれる。そこで、児童相

談所は単に制度として働く行政機関となるのか、

児童福祉としての可能性を対象の子どもと家族に

応じて大いに生かしていくソーシャルワーク機能

を持つ福祉的な行政機関となるのか、という問題

がある。これがすなわち児童相談所の、児童福祉

の専門性の問題であると言えるのではないだろう

か。

児童虐待への社会的関心が高まるにつれ、児童

相談所に対する児童福祉専門職としての機能や責

任を問う社会的関心もまた高まるであろう。児童

虐待の社会福祉的援助をどのように具体化し、体

系化するかということもまた必然的に社会に求め

られる課題である。ここでは、虐待の再発防止と

子どもの健全な成長発達援助ということから機関

連携や長期的ケアが欠かせず、よってケースマネ

ジメントによる援助の具体化が有効と考えられる

ことを説明した。だが、児童福祉援助の質を高め

ていくためには、さらに現場の実践の集約とソー

シャルワーク理論の応用により、児童虐待ソー

シャルワーク援助の全体像が一度描き出される必

要があるだろう。
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Case Management as Social Work Practice for Helping
Child Abuse and Neglect

ABSTRACT

With the growing number of child abuse and neglest cases, the qualification of

child welfere agencies or their competency has been put into question. It means that

in dealing with child abuse and neglect at child welfare agencies, the helping sys-

tems need to be more specific and clear.

This paper considers the nature of the child abuse problem, especially the recur-

rence of abuse, the complexity of factors and the impact on the child, and the neces-

sity of the helping system as case management is explained.

Key Words; child abuse and neglect, case management, child welfare agency
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